
奈
良
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

奈
良
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
奈
良
県
中
南
和
県
税
事
務
所
長
が
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

名

称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

指
定
の
取
消
し
の
年
月

の
所
在
地

日

岡
井
商
事
株
式

岡
井

昭
人

北
葛
城
郡
河
合
町
大
字
川
合

平
成
二
十
九
年
十
月
三

会
社

八
九
五
番
地

十
一
日


		2017-12-13T11:06:33+0900
	naraken.




